
２０１４年度 買取価格適用のための申し込み期限が
国から発表されました。(2014年12月19日資源エネルギー庁発表） 

いつかは太陽光発電を・・とお考えの皆様！！ 

注：・1月30日までに申請書類が到達しても、補正に時間を要する場合は、今年度認定が困難になる場合もあります。 

※設備認定とは、発電システムが法令で定める 
  要件に適合しているか国で確認 
  するものです。 


